
歳 円 円 円

歳 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

類似団体 39.4 315,967 417,543 371,867

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務
        手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
        されているものである。
          また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外
        勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（国比較ベース）

つくば市 39.4 318,918 448,575 410,955

　　④　消防職

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

高　校　卒 154,100 158,900 154,600

技能労務職
高　校　卒 151,900 156,800 －

中　学　卒

　(2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）
区分 つくば市 茨城県 国

一般行政職
大　学　卒 185,200 191,700 185,200

－ －

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）
区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

143,800 147,700 －

消防職
大　学　卒 212,000 － －

高　校　卒 174,500

372,917

技能労務職
高　校　卒 - - - 314,280

中　学　卒 - -

一般行政職
大　学　卒 256,438 345,650 364,908 399,961

高　校　卒 - - -

- - 384,782

３　一般行政職の級別職員数等の状況
　(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号級の
給料月額

- -

消防職
大　学　卒 273,156 358,840 - 409,525

高　校　卒 -

258,400

２級 主任の職務、主任技師の職務
人 ％ 円 円

183 19.2 198,500

最高号級の
給料月額

１級 主事の職務、技師の職務
人 ％ 円 円

187 19.7 150,100

350,000

４級 係長の職務、主任主査の職務
人 ％ 円 円

243 25.5 266,000

304,200

３級 主査の職務
人 ％ 円 円

90 9.5 234,400

393,000

６級 課長の職務、参事の職務
人 ％ 円 円

92 9.7 319,200

381,000

５級
課長補佐の職務、企画監の
職務、参事補の職務

人 ％ 円 円

116 12.2 290,700

444,900

８級 部長の職務、主幹の職務
人 ％ 円 円

14 1.5 408,100

410,200

７級 次長の職務、主任参事の職務
人 ％ 円 円

26 2.7 362,900

468,600

（注）１　つくば市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

 
（注）１　土浦市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
      ３　税務職、保健職、福祉職、消防職、企業職、技能労務職、短時間再任用職員等を含まない。

  

※　平成24年度に7級制から8級制に変更。（旧給料表の5級を職務内容により、5級と6級に区分し、旧6級以上を1級上位へ）

職員数（人） １号給の給料月額(円) 最高号給の給料月額(円)区　分 構成比（％）標準的な職務内容

７　級

８　級

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

11

11

17.9%

27.2%

18.3%

17.8%

8.7%

6.3%

1.9%

1.9%

主事又は技師の職務

主幹の職務

主任の職務

50

36

１　級

２　級

３　級

４　級

５　級

６　級

247,600

304,200

350,000

381,000

393,000

410,200

444,900

468,600

室長、係長、政策員又は主査の職務

１　課長補佐又は主任政策員の職務
２　議会事務局次長補佐の職務
３　監査委員事務局長補佐の職務
４　農業委員会事務局長補佐の職務

１　課長の職務
２　議会事務局次長の職務
３　監査委員事務局長の職務
４　農業委員会事務局長の職務

参事の職務

１　部長（市長公室長を含む。）の職務
２　議会事務局長の職務

103

156

105

102

1級 17.9%
1級 22.1%

1級 26.3%

2級 27.2%
2級 26.5% 2級 16.6%

3級 18.3%
3級 19.4%

3級 21.8%

4級 17.8%
4級 14.4% 4級 21.2%

5級 8.7% 5級 8.0%
5級 5.3%

6級 6.3% 6級 6.7% 6級 6.0%
7級 1.9%

7級 1.2%

7級 1.3%8級

1.9% 8級 1.7%

8級 1.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和5年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 5 年 4 月 1 日現在）  

 

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 5 年 4 月 1 日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

1 級  主 事 補 又 は 主 事  57人  13.87％ 150,100円  247,600円  

2 級  主 事  77人  18.73％ 198,500円  304,200円  

3 級  主 任  102人  24.82％ 234,400円  350,000円  

4 級  係 長  95人  23.11％ 266,000円  381,000円  

5 級  課 長 補 佐  38人  9.25％  290,700円  393,000円  

6 級  課 長  24人  5.84％  319,200円  410,200円  

7 級  部 長 、 次 長  18人  4.38％  362,900円  444,900円  

  （ 注）１  守谷市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  

 
 

 

 

 

 

 

13.87 12.59 11.18

18.73 20.43
18.53

24.82 22.57

11.5

23.11 24.94

37.06

9.25 9.26 10.86

5.84 6.18 6.39

4.38 4.04 4.47

0%
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令和5年の構成比 1年前の構成比(R4) 5年前の構成比

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

    区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒          270,306円          357,780円        383,866円      404,653円 

高  校  卒          243,100円                 ―           358,200円      365,470円 

技能労務職  
高  校  卒                 ―                 ―                  ―         ―  

中  学  卒                 ―                 ―                  ―      309,700円 
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運動公園用地問題について、URとの再契約交渉のお願い 

                                           酒井泉 

１．URが公共利用目的の土地を市場価格で売ってはいけない理由 

（つくば市には、簿価で売るのが道理である理由） 

・徴税権を持つ行政機関は、徴税する国民（市民）から市場利益を得てはならない。 

・要するに、国民（市民）から税金を徴収して、国民（市民）を相手にカネもうけをやってはならないと

いうことです。 

・権力を使って徴税したカネで国民（市民）から強制的に土地を（安く）買い入れ、その土地を買値より

も高く国民（市民）に売りつけたらどうなるでしょうか？  

・農民から年貢米を取り立てて、その米を窮乏した農民に高く売りつけるのと同じです。 

・公団・URは徴税権を持つ国と財政的に一体の団体です。 

★住宅公団が国民（市民）から半ば強制的に買収した土地を、後継の UR が、市場価格でつくば市

の公共用地に売って利益を得ることは、道義上許されないのです。 

 

２．つくば市は、なぜ「公共利用に限る」という制限を付けて、安く買わなかったのでしょうか？ 

（当時のつくば市の施策について、最低限明らかにしなければならない課題です。） 

・現在は「公共利用に限る」という制限が付いていないので、市場価格で買わされても文句は言えません。 

・つくば市は「公共利用限る」という条件を付けて、市場価格より安い価格で買う交渉をやらなかったの

でしょうか？ 

 ①市の担当者が知らなかった。（URからの提示は無かった） 

 ②市の担当者は知っていた（URからの提示があった）が、自由に使える方がよいから敢えて制限を付

けなかった。 

※将来裁判になった場合に備えて、これらの点を当時の担当者から聞き出して証拠固めをしておく必要

があります。 

 

３．これまでに、住宅公団、都市再生機構、URが運動公園予定地に使った費用 

・買収価格 1億 4000 万円 （1963年） 

・金利   9億 4243 万円 （1965年～2016年） 

  昭和 40年から平成 31年までの、長期国債の利回りから計算した値です。  

  買値（1億 4千万円）の約 7.732倍＝10億 8244万円（元利合計） 

・公団・URが支払った固定資産税の総額は不明ですが、つくば市は知っています。  15～30億円？  

・運動公園予定地は高エネ研が使用する予定だった土地で、マスタープランでは教育・研究施設用地とし

て指定されていました。 

・高エネ研の土地は、昭和 46年頃、国が住宅公団から購入し、その後高エネ研が独立行政法人になった

時に国から高エネ研が購入しました。 

※運動公園予定地の場合は、国が公団から購入しておらず、前身の住宅公団と後継の UR が持ち続けて

来た様です。（市民ネット調べ）。 

従って、前回の報告で、運動公園予定地も「高エネ研と同様に公団から国が購入して、国からURが購
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入した」と記したのは、誤りであったことをお詫びいたします。  

※しかし、間に国が入っていないことが分かったので、旧地権者→公団・UR→つくば市という構図に

なり、国を相手にした交渉が不要なので、URとの交渉はやり易くなります。 

・高エネ研は独立行政法人ですが、教育研究施設用地なので土地の固定資産税は支払っていません。 

・運動公園予定地は、公団・URが 50年以上も未利用地として放って置いた土地なので、その間の固定

資産税を、経費として売却価格に全額を計上出来るのか疑問です。一団地の官公庁施設事業用地として

買収した土地に、当時は特殊法人だった住宅公団が、固定資産税を払っていたのかも確認が必要です。 

★運動公園予定地の販売価格（66億円）は、市場価格を根拠としており、簿価よりも遥かに高い金

額です。簿価で買うことが出来れば、つくば市の財政負担はずっと軽くなります。 

 

４．UR との 66億円の売買契約を元に戻すことは可能です。 

 ①錯誤による契約は無効です。（坂本博之弁護士） 

  UR とつくば市の間の情報格差。「公共利用に限る」という条件を付けて、安く買うことを知らなか

った（知らせなかった）。 

 ②公序良俗に反する契約も無効です。（坂本博之弁護士） 

  ソーラー業者の購入は一部の土地だけでした。同じ公共目的の団体なのに、つくば市の全面買収の

弱みに付け込んだとすれば公序良俗に反します。 

 

５．一刻も早く、UR と再契約の交渉を始めてください。 

（市が民間に売却する話をしていては、URとの交渉は不利になります。） 

・URの売却価格が高すぎた問題は、3年前の運動公園問題の賛否とは関係ありません。 

・当時、運動公園に反対していた人も、賛成していた人も、URの売却価格の問題には誰も気付きません

でした。 

・「総合運動公園事業検証委員会」の報告書も、なぜかこの問題に触れていません。 

★市議会議員の皆様におかれましては、この根幹の問題を明らかにし、一致して UR と再契約の交

渉を行ってくださることをお願い申し上げます。 

・住民監査請求（1年以内）は、もう間に合いません。 

・疑問を持つ市民は、市議会議員の皆様に頼る他はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページの図は、国土技術政策総合研究所資料第 815 号「筑波研究学園都市の現状と初回台にみる都市

形成過程上の問題」22頁より引用したものです。 
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